
平
成
九
年
.
一月
.

団
発
行

〔毎
月

一
日
.
回
発
行
∀

論叢
第159巻 第1・2号

謬
.

・9

松 下 電 器 「協 栄 会 」 の 歴 史 と現 在 … … … ・… … … 下 谷

異 動 を め ぐ る 労 使 協 議 の 変 遷(2)… … … … … … 久 本

ポ ス ト冷 戦 と世 界 経 済 の 融 合 化 ・・… … … … … … ・・有 賀

「ブ リテ ィ ッ シ ュ 亜 麻 会 社 」 の 事 業 展 開(1)・ … 林

MarkovSwitchingModelを 用 い た

日米 の 景 気 循 環 分 析 … … … … … ・… ・… … … … ・・中 川

松 下 電 器 の 流 通 政 策 に お け る

専 売 制 と現 金 取 引 の 意 義 … … … … … ・… ・・… … ・日 高

戦 時 期 「鐘 紡 グ ル ー プ 」 と鐘 淵 実 業 の 設 立 … … ・鄭

経 済 論 叢 第157巻 ・第158巻 総 目録

政 弘1

憲 夫20

敏 之40

妙 音57

満71

謙 一87

安 基 ユ07

平成9年1・2月

東 郡 文 學 経 済 學 會



経済論叢(京 都大学)第159巻 第1・2号,1997年1・2月

戦時期 「鐘紡グル.一プ」 と鐘淵実業の設立

鄭 安 基

夏 は じ め に

鐘淵紡績株式会社(以 下鐘紡)の 前身は,中 国棉などの定期販売を目的とし

て.1呂86年に設立された東京綿商社(資 本金10万 円)で あった。同社は,1888年

8月,手 持棉花の滞貨を消化するため紡績事業その ものへも進出することとな

.り,東 京府隅田村鐘ケ淵にIJング式紡績機3万 錘で鐘淵紡績所を設立した。当

時 としては巨大な経営規模をもって発足 したこの紡績所こそが鐘紡の始まりで

あった。翌89年 の株式会社改組の直後に襲った1890'r恐 慌に際しては,同 社は

解散の危機に直面したが,結 局は三井銀行による全面的な救済(株 式の買受け,

営業資金の供給,経 営陣の派遣)に よって経営破綻を食い止めることができた。

したがって∴その後の同社は三井財閥の 「傍系.企業」として位.置づけられるこ

ととなり,三 井財閥の経営政策の影響下に事業規模の拡大を図ってきたのであ

る。

しか しながら,同 社はその後 も三井物産 ・三井銀行および東洋棉花などとの

事業的な関連を維持 しつつ も,し だいに経営の自立性を高めはじめた。すなわ

ち,1930年 代になるとすでに三井財閥との.人的 ・物的 ・資本的依存関係を急速

に低下させ,い わゆる 「鐘紡 グループ」 として姿を現すことになった。つまり,

30年代に入るや紡績部門から総合繊維部門への多角的展開およびそれを垂直的

に補完する数多 くの.子会社の設立を通 じて,あ るいはそれか ら展開 した 「時

局」事業へ も積極的に進出して,30年 代半ば頃には複数の事業部門にまたがる

「鐘紡 グループ」への転換を見せた。同グループは世に 「鐘紡コンツェルン」
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108{108).第159巻 第1・2号

と も呼 ば れ た の で あ る。 さ ら に,鐘 紡 グル ー プは,戦 時統 制 期 に入 るや,「 不

要 不 急 」 産 業 の経 営 体 と位 置 づ け られ た 鐘紡 本体 か ら 「時 局 」 事 業 部 門 を分 離

独 立 させ,1938年 に鐘 淵 実 業 を設 立 す る とい う,急 激 な組 織 的 な転 換 を図 る こ

と にな った 。

これ まで301'代 紡 績 企 業 に関 す る研 究 は,東 洋 紡 績 の 多 角化 とグ ルー プ展 開

を 実 証 した 企 業 史研 究Uと,複 数 の 大 手綿 紡 績 企 業 を 取 り上 げ 戦 前 日本 綿 紡 績

企 業 の 国 際 競 争 力 の 源 泉 を検 討 した 産 業 史か ら の研 究2〕が あ る。 両 研 究 の 論 旨

は,同 時期 の綿 紡 績 企 業 の積 極 的 な多 角 化 の進 展 を認 め なが ら も,垂 直 的 な 統

合 につ い て は一 定 の 限界 を指摘 して い る。つ ま り 「紡 績 企 業 三垂 直 的 統 合 の 不

十分 説 」 とい う通 説 を支 え る議 論 で あ る。

.そ こで 本 稿 で は,戦 前 日本 の 「企 業 グ ルー プ」 形 成 史研.究の 一 環 と しで},

これ まで 三井 財 閥 の傍 系企 業 と して位 置 づ け られ,戦 前 目.本の 大 手 紡 績 企 業 で

あ った 鐘 紡 を 「新 興 コ ン ツ ェ ル ン」(新 興 の.企業 グ ルー プ)の ユつ と して捉 え

直 し,日 中戦 争 を契 機 と して 本 格 化 す る統 制 経 済 下 に お け る鐘 紡 グ ルー プの 対

応 め あ り方 と事 業 構 造 お よび 組織 機 構 の 展 開過 程 を.具体 的 に考 察 す る。 そ の 際

に,「 紡 績 産 業 」≡「垂 直 的統 合 不 十 分 説 」=「東 洋 紡 績 型 」 を検 討 し,「 垂 直 的 統

合 の度 合い 」 が 統 制 経 済 下 で紡 績 企 業 に いか な る対 応 のあ り方 を迫 った の か を

明 らか にす る。

今 日,戦 時 下 に形 成 され 出 した とい う政 府 と企 業 の 関係 あ るい は.企業 の あ り

方 を戦 後 の 日本 経 済 のあ り方 と繋 げ よ う とす る,い わ ゆ る 「戦 時 源 流 論 」 あ る

1)30年 代東洋紡績の事業展開の構造は,染 色 ・加工事業への垂直的な展開とレーヨン・スフの化

学繊維事業,羊 毛事業,購 買 ・販売事業への多角化としてまとめることができる6坂 本悠一 「戦

時体制 卜.の紡績資本.ド 谷政弘編f戦 時経済 と日本企業」昭和堂,1990年,129-138頁.

2>阿 部武司 「綿業」武田晴人編1日 本産業発展のダイナミズム』東京大学出版会,1995#,67頁 。

同研究は,複 数の大手紡績企業を取り上げ,30年 代日本綿業の強靱な国際競争力の源泉を,伝 統

的な戦略 で水平的な結合と垂直的な統合),植 民地進出,合 理化,原 綿操作および製品多角化の

側面から明らかにしている。そして,同 時期 「紡績企業の垂直的統合には一定の限界があった」

と総括.している。

3>「 企業 グループ」については,下 谷政弘 『日本の系列 と企業グループ1有 斐閣,1993年,同

「1930年代の新興コンツェルン形成と財閥の変質」『調査と研究」(京都大学〉第6号,1994年,

.同 「戦時経済と企業グループ」「土地制度史学」第151号,1996年,参 照。
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戦時期 「鐘紡グループ」と鐘淵実業の設立.(109)1凹

い は 「40年体 制 論 」 が1つ の ブー ム とな っ て い る`}。 しか し本 稿 で は,こ う し

た 方 向 へ と議 論 を先 走 りさせ る前 に,戦 時経 済 の実 態 を よ り正 確 に把 握 す るた

め の 一層 の努 力 の積 み 重 ね が 必 要 で あ る と考 え る。 本 稿 で は,こ う した議 論 と

は 一定 の距 離 を置 き なが ら,戦 時期 企 業 グ ル ー プの あ り方 をめ ぐ る具 体 的 な事

実 解 明 に重 点 を置 く こ と と した い。

II資 金調達と戦時統制の開始

1930年 代 に入 っ て の鐘 紡 の 繊 維 事 業 の 多角 化 ・総 合 化 は,目 印 通 商 摩 擦 と独

自の経 営 政 策(綿 業 立国 論)に も とづ き積 極 的 に進 め られ た 。 そ の 事 業 展 開 の

特 徴 は,繊 維 原 料 の 輸 入代 替化 に も とつ く本 業 関 連 の 多 角 化 と,そ れ を 支 え る

垂 直 的 な事 業 展 開 で あ った。 ま た,そ れ は武 藤 理 化 学 研 究 所 を 中心 とす る研 究

開発 部 門の 設 立 と,満 州 ・朝 鮮 な ど植 民 地 へ の 急 激 な 進 出 を と もな っ て進 め ら

れ た の で あ る㌔

鐘 紡 は,1930年 津 田信 吾 社 長 の 就 任 以 降,「 積 極 的経 営 」 を推 し進 め た こ と

.で知 られ てい る。1931年 か ら37年 ま で の 同社 の設 備拡 張 お よ び投 資 は ユ億4600

万 円 に も達 し,そ の 大 半 は,綿 紡 ・加.1:・生 糸 ・絹 糸 ・絹 布 の 拡 張 ,お よび 更

生 絹 糸 ・毛 織 ・人 絹 ・ス フな ξへ の 多角 化,さ ら に繊 維 原 料 に関連 す る 垂 直 的

な事 業 展 開 に 向 け られ た 。 こ う した 同社 の30年 代 の 経 営 内 容 に つ い て,31年 下

期 と37年 下期 とを 比 較 して み る と,固 定 資 産 は5600万 円 か ら1億6100万 円へ と

そ の 間2.8倍 の増 加 をみ せ た の で あ る 〔表1〕 。 また ,投 資 勘定(有 価 証 券+子

会 社 貸 付 勘 定)に つ い て み る と,31年 の3800万 円 か ら詐 年 の52⑪O万 円 へ と約

1400万 円 の増 加 で あ り,そ の大 部 分 は,子 会 社設 立 お よ び資 本 参 加 に と もな う

有価 証券 投 資 と貸 付 資 金 の 増 加 に よ る もので あ っ た。 さ ら に,生 産設 備 につ い

4)た とえば,岡 崎哲=・ 奥野正寛編 『現代[1本経済システムの源流』日本経済新聞社,1993年,
野口悠紀雄 『1940年体制」東洋経済新報社,.1995年。

5}鐘 紡は,3。年代前半からの研究開榴 陣門の拡張 ・強化にもとつ く製糸 ・縞鯛P人 絹 ・スフ・羊

毛 ・染色部門の拡大など総合繊維事業への多角的な農閑と蚕種 一ソーダ・人絹パルプ ・苛性.曹

達 ・硫酸 ・石炭 ・販売などへの急速な乖直的展開を行い,ま た満州,朝 鮮への積極的な植民地進

出を行った。
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戦時期 「鐘紡 グルー プ」 と鐘淵実業の設 立(111>111

〔衷2〕 鐘 紡 グル ー プの 生産 設 備 の比 較(1930年 及 び1937年 〉

生産 設備 単位 1930年L期 1937年 下期 比 較増 減

綿 紡 機 錘 634,124 1,125,940 491,816

絹 紬 紡 機 台 86,714 125,270 38,558

撚 糸 機 台 150,020 257,028 107,008

綿 布 織 機 台 8,727 12,832 4,105

絹 布 織 機 台 1,606 3,256 1,650.

毛 織 機 台

一

31 31

人 組 織 機 台

繰 糸 器 釜

鐘紡式立繰楼 台

人 絹 日産 トン

ス フ 日産 トン

染 色 加 工 千反.

638

637

600

17

3,526

529

20

18

1,200傅

17

2,888

108

20

18

600

綿紡機換 算錘 数, 1,374,000 21764,200 1,390,200

〔.出所}『 繊維年鑑」.,『株式年鑑』,r鐘 紡百年史」か ら作成。

て も,綿 紡 機 換 算 で30年137万 錘 か ら37年276万 錘 へ と倍 増 して い た5}〔表2〕 。

この 間 の使 用 総 資 本 をみ る と,1931年 下 期 の1億3000万 円 か ら37年 下期 の3

億2000万 円 とな り,1億9000万 円増 加 して い る。 増 加 した 資 本 構 成 の 内容 は,

以 下 の よ う に な る。 ま ず,株 主 資 金 で あ る払 込 株 金 は37年 下 期 に 全 額 払 込

(6000万 円)に な り31年 に比 べ3200万 円(16%)の 増 加,社 債 は37年4500万 円

に な り2500万 円(13%)の 増 加,借 入 金 ・支 払 手 形 は37年9800万 円 に な り9400

万 円(5⑪%)の 増加,社 内保 留 は37年 に7700万 円 に な り1900万 円(10%〉 の増

加,支 払 勘 定 は37年:1400万 円 に な り1100万 円(6%)の 増 加,そ の他 の負 債 は

37年 に1200万 円 に な り300万 円(2箔)の 増 加 で あ った 。 こ の よ うに使 用 総 資

本 の増 加 分 の うち,31年 に比 べ71%に 相 当 す る1億3000万 円 が外 部 資 金 に よ っ

て賄 わ れ て きた こ とがわ か る。

6>紡 機換算 基準 は.絹 紬紡機1錘 二綿糸精紡機25錘,綿 ・絹撚糸機3錘=同1錘 ,綿 布織R1台
=同15錘 ,絹 布 ・毛織機1台=同45錘,人 絹織 機1台=ml(錘,繰 糸器1釜=同18錘,鐘 紡大立

繰機1台=同80錘,加 工 月産1.て.反=同33錘 。



112(112)...第159巻 第1・2号

鐘 紡 は こ う した 設備 拡 張 ・投 資 資 金 をい か に して調 達 して きた ので あ ろ うか 。

そ れ を検.訂 して み る と,鐘 紡 の財 務 戦 略 の 特 徴 と して 「資 金 調 達 三分 主 義 」 が

浮 か び ヒが って くる。 す な わ ち,同 社 は設 備 投 資 資 金 の調 達 に 際 して,社 債,

払 込 資 本 お よび社 内保 留 の3つ に分 け資 金 を調 達 して き た7}。た と えぼ,3000

万 円 の資 金 が 必 要 だ とす れ ば,社 債 ・払 込 資 本 ・社 内 留 保 に1000万 円ず つ 分 け

て調 達 して きた.換.冒 す れ ぽ,1000万 円 の払 込 を徴 収 す るの は1000万 円 の社 内

留 保 が で きた 時 で あ り,同 時 に1⑪00万 円 の社 債 を発 行 す る,と い う方法 で あ っ

た。 また,こ の よ うに 膨 大 な 設 備投 資 資 金 の大 部 分 を借 金(社 債 ・借 入 金 ・支

払 手 形)に よ って 賄 った か ら こそ25%と い う高 い 配 当 も可 能 で あ った と言 え る。

す なわ ち,払 込 金 に対 して25%の 配 当 を行 うの に対 して,借 金 には5踏 の利 子

を 負 う。 した が っ て,1億4600万 円 の 投 下 資 金(設 備 拡 張 ・投 資 増 加 額)を

1400万 の 益 金 負 担(約9.4%の 資 金 調 達 の 負担 比 率)で 応 じる こ とが で きた の

で あ った。.さ らに鐘 紡 は,6000万 円 の公 称資 本 金 の 中 で 未払 込 資 本 金2100万 円

を37年1月 と9月 にか けて 徴 収 した 。 ま た 資 金調 達 の 「三 分 主義 」 に も とづ い

て,37年4月 に社 債10⑪O万 円.(年 利 率4.1%,ユ949年 償 還 満 期)お よ び38年2

月 に も社 債1000万 円(年 利 率4.3%,1948年 償 還 満 期)を 三井 ・三 菱 両 銀 行 の..

引 き受 けで 発行 し,6000万 円の 払 込 金 に対 して ほ ぼ 同 額 の5500万 円 の社 債 発 行

高 を持 つ こ と にな った8,。 この よ うに 鐘紡 の財 務 戦 略 の特 徴 は,商 法200条 「社

債 総 額 は払 い 込 み た る株 金 額 を超 ゆ る こ と を得 ず 」 とい う規 定 の 中 で,社 債 発

行 額 を払 込 資 本 金 額 に まで 近 づ け,残 余 は社 内 留 保 の 蓄 積 で広 げ て い く と野 う

もので あ っ た。

こ う した 資 金 調 達 の 内容 を 「営 業 報 告 書 」 の借 入 金 項 目か ら確認 して み よ う。

借 入金4000万 円 の う ち3000万 円 は,36年2月 に三 井,三 菱 両 銀 行 か ら借 入 した

もので あ っ た。 その 返 済 条 件 は 「2ケ 年 以 内適 当 の時 期 に未 払 込 株 金2000万 円

の うち 半額 約1000万 円(1株 に付 き12円50銭)を 徴 収 」 これ に よ って3000万

7)『 東毒手経を斉新報」1936年12月30日,46頁 。

8)山 ・証券株式会社調査部 暫株式社債年鑑昭和14年 版」,319頁 。
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円のうち1000万 円を返済する。.また払込徴収の結果ユDDO万円の社債発行余力が

生 じるので,社 債発行によって1000万 円を返済する。さらに残 り1000万円の返

済は3ケ 年以内に利益金で行 う」9量というものであった。

以上のように1930年 代前半における鐘紡の 「積極的経営」(急 激な多角化お

よび垂直的展開)は,所 要資金の70%以 上を外部借入金に依存 して行われたの

である。この財務構造の動態的な変化,つ まり自己資本 と外部資金依存関係の

変化を 「営業報告書」からみると,31年 下期に2対1で あった同比率は37年下

期にはほぼ1対1と なっている。そして外部借入金1億3300万 円は払込資本金

の2倍 を越えるもので,自 己資本比率は31年71箔 から37年47%へ と低下 した。

反面,自 己資本に対す る固定資産の比率431年61%か ら109%へ と上がってい

ることがわかる。このように鐘紡の 「三分主義」にもとつく外部資本への依存

度の増大は,外 部資金から相対的な独立性を保って きた といわれる紡績資本の

自己金融的蓄積傾向の希薄化,つ ま り鐘紡の内部金融的蓄積構造の弱体化を示

す ものであっだ。,。すなわち,鐘 紡は38年2月 時点では,払 込資本金=社 内留

保=外 部借入とい う従来の 「三分主義」の限界に突 き当 り,ま た三井,三 菱銀.

行からの短期借入金の返済時期に直面することになった。

しか も,同 社は葦バルブ事業を始めとす る新規事業 もまだ.未完成段階にあっ

て,よ り膨大な追加的資金需要の必要性に迫 られる状況 におかれていた。「鐘

紡にはいくらで もや りたい仕事がある。資金を必要としてみることは事実だ。

又借金も1憶6千 万円程になってみる」「葦パルプ事業だけでもいま1,2億 の

金が必要なのだ。其他化学工業部門の拡充,北 支重工業への進出も企図 してみ

る。資金はいくらあっても足 りない位だ。然し現在では以前 とは違ひ資金調整

法が施行されてるるから手前勝手にはできない」1%要 するに鐘紡は,「事業拡

充資金の調達」 と 「借入金整理」 とい う2つ の面から,こ こに公称資本金の枠

9)『 ダ イヤ モ ン ド』1936年2月11日,71頁 。

10)志 村 嘉 一 田 本 資 本市 場 分 析 」 東 京 大 学 出版 会 ,197】 年,15頂 。

11)西 島 恭 二 『事 業 王 ・津 田信 吾 」 今 日 の問 題杜,1938年,婚9頁 ロ
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組の拡大,つ まり増資に踏み切 らざるを得なくなったのである。

ところが,折 しも日Ii1戦争の勃発による統制諸立法によって増資は簡単には

許されない状況となってきた。とくに,37年9月 には臨時資金調整法が施行さ

れ,紡 績事業は 「不要不急産業」,つ ま り 「丙種」に分類されたのである。

臨時資金調整法とは,37年7月 の日中全面戦争を契機として 「輸出入品等臨

時措置法」と並んで制定された統制立法であ り,設 備資金の貸付,株 式 ・社債

の発行,会 社新設 ・増資をすべて政府の許認可事項 とするものであっだ%そ

の内容には事業資金の統制に関する規定,増 資および社債.発行に関する特例規

定,興 業債券の発行増加に関する規定,貯 蓄債券発行に関する規定,な どが含

まれているが,中 でも重要なのは第1の 事業資金に関するものであった。

事業資金統制は,2つ の面か ら行われた。第1は,金 融機関および証券業者

に対する統制であ り,第2は 事業会社に対す る統制であった。すなわち,「命

令で決める会社」は設立 ・資本増加 ・合併 ・目的変頁について政府の許可を,

また第2回 目以降の株金払込や事業設備の新設 ・拡張 ・改良についても政府の

認可を要する(第4条)。 そしてこの 「命令で決める会社」の範囲とは,施 行

令第4条 ～第6条 で資本金50万 円以上のもの と定められたのである。

一方,37年9月21日 の臨時資金調整法委員会で,同 法による事業の許認可の

原則基準が定め られた。その基準は,「 軍需との関係」「国際収支改善との関

係」「現在の生産能力」などを考慮 して各種事業を甲 ・乙 ・丙に分けるとい.う

ものであったi㌔

要するに臨時資金調整法の核心は,「高度国防国家」建設めために 「不要不

急産業」への産業設備資本の供給を抑制 し,軍 需産業および輸出産業など 「緊

急緊要産業」への設備資金を重点配分 しようとすることにあった。つまり,戦

時体制に適合的な産業構造を作 り出すための産業別次元での質的差別を行 う特

殊な事業統制であった。施行当初,同 法は,.計画済みあるいは着.:L中の事業に

12)通 商 産 業 省 『商 工政 策 史第11巻 ・産 業 統 制 』 商 工 政 策 史刊 行 会,1964年,161…168頁 。

13)『 東 洋 経 済 新 報』 ユ937年10月2日.42一'46頁,「 エ コ ノ ミス ト11937年10月7tH,29～32頁 σ
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〔表3〕 1938年 上期 の事業別資本計 画

..

〔単位 :千 円)

区 分 新 設 増 資 計 社 債 △ 計 割A 」
対比前年同期増減 (△)

.....

口 口

新 設 増 資 計 社 債 合 計.

a.非 軍需 事 業
F

運 輸 業 37,620 20,020 .571640 50,000 107,640 .5.2 13,330 △50 ,800 △37
,470 33,000 △4 ,470

電 気 瓦 斯 業 50,000 0 50,000 0 50,000 2.4 46,750 △28 ,600 18,150 △31,685 △13 ,535

繊 維 工 業 1,904 7300 9,240 10,000 19,204 0.9 △49,890 △33 ,395 △84
,285 △500 △84,685

其 他.の 工 業 21,390 19,620 41,010 31000 44,010 2.1 △71,660 △29,189 △100 ,849 3,000 △97 1849

食料品及び水産業 32,622 1,000 33,622 o 33,622 1.6 211522 △331660 △12 ,133 o △12,132

一...

小 計 143,536 47,940 1,914,476 63,000 255,309 12.2 △39 ,946 △176,644 △216 ,592 3,815

..一

△212,777

一....

b,軍 需 工 業

..一

鉱 業 501010 378,220 428,230 15,000 443,230 2L8 △114 ,430 363,25⑪ 2501820 △5 ,000 245,820

機 械 工 業 532,245 182,850 236,095 57,000 293,093 14.4 △20 1049 △210 △20,259 57,000 57,000

造船及び船梁業 800 5,500 6,300 0 6,300 0.3 △2 ,200
1

△14
,500 △ 上6,700 0 △16 ,700

金 属 工 業 33,185 273,619 306,804 0 306,804 15.1 △6,435 113,029 106,594 0 106,597

化 学 工 業 341,480 152,000 49ヨ,480 32,000 525,480 25.8 226,530 △105 ,850 120,860 17,000 137,670一.

一

小 計 478,720 992,189 470,909 104,000 工,574,907 77.4 83,416 357,709 441,125 69,ロ00 510,125
・

其他商工業共合計 748,167 1,053,179 801,346 230,000 2,031,346 100.0 △1301267 116,239 △14 ,027

..一....

.112,815
98,785

(出 所lfエ コ ノ ミス ト』1938年S月21日, 27ペ ー ジ 。 原資料は日本銀行調査局統計より作成 。
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〔表4〕 臨 時 資 金 調 整 法 第4条 ・8条 に 基づ く申請 事 項 中,

不 認 目」.・不 許 可 とせ る金 額 及 び 件 数(単 位:千 円)

区 分 37年 38年 39年 40年 レ4期 施行以来総計

自己資本によ
る 事 業 設備

20,897(18) 9,631(13) 24,898(121) 6,802〔46} 62,247(198)

株金払込み

一

1,983(7) 21,128(55) 50,958(44) 54,071(106〕

資 本 増 加 1,000(1) 28,511⑳ 168、939(1D 28,800(40) 2271250(.172)

会 社 設 立 16,000(2) 13,⑪DO(6) 46,550(8) 15,75D(10> 91,500(56)

会 社 合 併 11,750〔6) 64,3卯(21) 121805.(6). 88,950(33)

社 債 募 集一

目 的 変 更一

一一 一 ユ00(1)100(1)

一(1)一(27)一 〔25)一(53)

合 Ht137,897(21}64,蹴(54〕323,912(243)93,215(172>523,872〔619)

(注)37年 は9月27目 か ら年 末 まで の合 計,く.は 件数 。

(出 所)rエ コ ノ ミス ト]1910年5月27日,35ペ ー ジ。.・

対 して比 較 的 に寛 大 な処 置 を と るな ど,必 ず し も所 期 の効 果 を上 げ なか った 。.

しか し,内 外 情 勢 の 推 移 につ れ て 法 内 容 そ の もの も強化 され る に いた り,38年

8月15日,調 整 法 施 行 令 を改 正 して 貸 付 ま た は 有価 証 券 の応 募 等 の要 許 可 限 度

を10万 円か ら5万 円 に,ま た 会 社 の 新 設 等 の 要 許 可 限 度 を50万 円か ら20万 円 に,

そ れ ぞ れ 引 き 下 げ た 。 事 業 資 金 調 整 標 準 に も再 改 正 が 加 え られ,こ の改 正 に

よ って,き わ め て広 範 囲 にわ た る会 社 が 政 府 の 統 制 下 に 置 か れ う こ とに な った

の で あ る。

表3は,1938年.卜 期 の産 業 別 計 画 資 本 を 分 類 した もの で あ る 。 主 要 な軍 需 産

業 に配 分 され た計 画資 本 は15億7000万 円 に も上 り,前 年 同期 よ り5億1000万 円

の増 加 を示 して い た 。 さ らに 同計 画 資 本 総 額 の 中 に 占め る産 業 別 割 合 を み る と,

化 学 工 業 ・鉱 業 ・金 属工 業 ・機 械 器 具 工 業 部 門 が77,4%を 占 め て い る 。 反面,

非 軍 需 産 業 の計 画 資 本 は,総 計 画 資 本 の12.2%と 極 度 に抑 制 さ れ,前 年 同期 に

比 べ て も2億1200万 円 の 減 少 を示 した 。 そ の 中で も繊 維 産 業 は1900万 円 で,総.

計 画 資 本 の わ ず か0.9%に す ぎ ず,前 年 同 期 と比 べ る と8400万 円 もの 減 少 と

な ってい た。 さ ら に,.臨 時 資 金審 査 委 員会 に企 業 側 か ら 申請 され た 事 項 の 中 で

相 当数 の もの が 不 認 可 お よ び 不 許 可 どされ た 〔表4〕 。 国表 の よ うに,1937年

」

翌
」
.

.

』

q
.圃
.
.
.

4



戦時期 「鐘紡グループ」と鐘淵実業の設立(117)1ユ7

9月 か ら40年3.月 まで に不 認 可 お よ び不 許 可 と され た 金 額 は5億2300万 円,件

数 で は619件 に上 が った の で あ る。

以 上 の よ う に強 力 に 進 め られ た経 済 統 制,す な わ ち 臨 時資 金 調 整 法 に よ って,

す で に 他 の 資 金 調 達 の ル ー トが 封 鎖 され,事 業 資 金 調達 と借 入金 返 済 のた め に

3倍 増 資 を切 望 して い た鐘 紡 は,こ こ に 「不 要 不 急 産 業」 とい う烙 印 を押 され,

統 制 の 網 に取 り込 まれ て しま っ た ので あ る。

III鐘 淵 実 業 の 分 離 ・独 立

強まりつつあった統制経済の中で繊維原料 ・副原料の自給化による繊維一貫

生産を目指していた鐘紡は,当 時,増 資以外に活路を見出せない状況に追い込

まれていた。「内外 に目まぐるしい事業展開が行われる一方で,昭 和12年 から

13年 にかけて,鐘 紡は早急に解決 しなければならない増資問題を抱えていた。

先に三井 ・三菱両銀行が津田社長の後継者を心配 したため社長任期制を廃止 し,

鐘紡の体質改善のため借入金問題の解決が急務」L4}となった。すなわち増資問

題の背景には,30年 代前半の急激な多角化および事業拡張による膨大な外部資

金の借入があった。また,37年9月 最終払込徴収による社債発行限度枠も,38

年2月 の.1000万円発行で一杯にな り,鐘 紡の資金調達 「三分主義」は限界に達

していたのである。要するに投資事業の拡充 ・完成と借入金の整理という,2つ

の面からの膨大な資金需要に対応するには増資問題の解決しかなかったのである。

同社は38年4月 に増資案を臨時資金調整法に従って日本銀行に申請 した1%

その増資案 とは3倍 増資,つ まり現行の資本金6000万 円を1億8000万 円に増や

すことであった。また,増 資後の配当は18%へ 引 き下げ,新 株は株主割当で旧

1株 に対 し新2株 を割 り当てるというものであった。 ところが鐘紡の増資案に

対 して大蔵省は,同 年5月30日 に以下のような理由を挙げ,許 可の難しさを明

らかにした。つまり 「第1に は,仮 令増資の一理由が北支への進出にあるとし

14}鐘 紡 株 式 会 社 『鐘 紡 白年.史11999年,336頁 。

15〕 「東 洋 経 済 新 報」19384F5月1目,146頁 σ
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ても鐘紡にのみ増資を認める訳にはゆかぬ。若し上の理由で鐘紡の増資を認め

るとするならば,今 後他の紡績会社から同 じ理由をもつて申請あった場合之を

却..ドすることが出来ぬ。さすれば尨大な資金が需要されること・なり,資 金調

整法の存在の理由を失ふこととなる。第2に は,化 学1三業部門への進出も一理

由と聞いてみるが,如 何に現在の同部門の拡充が希求されてるるとは云へ,何

も鐘紡と云ふ門外漢にまで出て貰ふ必要はない。殊に熟練技術者が不足 してみ

る際,こ れの争奪をも起 こす虞れがある。化学工業の拡充はその専門.会社に任

せておけばよいのである。.第3に,葦 パルプの生産拡張も増資の一理由となっ

てみるが,.既 に国策パルプ会社が出来たのであるから,そ の必要さは幾分軽減

される訳だ。要するに借入金返済の為なら当局 もこれには反対はしない。 これ

なら2倍 増資で充分である」 と1%

以上のような大蔵省の不許可の 「理由」を通 じて,鐘 紡が当時,北 支進出と

化学工業部門への進出および葦パルプ生産の拡張を内容として3倍 増資案を申

請 したことがわかる。そして大蔵省は,臨 時資金調整法の一貫性の維持および

鐘紡の未経験事業への進出をその 】凄 な理由として,こ の3倍 増資案に反対 し

たのであった。ただ し,借 大金返済を前提 とする2倍 増資は許すということで,

臨時資金調整法の第2条,つ ま り 「不要不急産業」への資金固定化を最小化す

る2倍 増資は容認する姿勢を示した。そこで鐘紡は,.38年6月,新 たな増資案

を発表 した。その内容は以 ドのようなものであった。「第1に は,7月 株主総

会に増資案を附議する予定にて6月25日2倍 増資案を当局に対し正式許可の申

請を為 した。第2に は,増 資新株はユ0月1日 現在株主に対 し旧1株 対増資新株

1株 の割合を以て割 り当てる。第3に は,葦 パルプとその他現在鐘紡が経営し

又は将来経営せんとする紡織加工以外の新事業は,こ れを別会社として創設す

る 〈鐘淵実業株式会社〉の手に漸次に移管する。第4に は,上 の新別会社の資

本金6000万 円として,そ の株式は10月]日 現在鐘紡株主に対 し鐘紡株10株 に付

き新会社株6株 の割合を以て募集割当を為し,残 余は鐘紡に於て引き受ける予

16)前 掲,西島『事業王・津田信吾」162-163頁.
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定 とす る」1"と い う もので あ った 。

こ の よ う な鐘 紡 の2倍 増資 案 と鐘 淵 実 業 似 下,鐘 実)新 設 案 に対 して,結

局,大 蔵 省 は増 資株 の払 込 金 を借 入 金 返 済 に充 当 す る こ とを条 件 と して,同 年

6月26H鐘 紡 の増 資 と同年8月1日 鐘 実 の 新 設 を 許 可す る こ とにな った 。 こ う

し た鐘 紡 の増 資 問題 に つ い て 津 田 信 吾 はの ち に次 の よ う に語 って い た 。 「現 代

の 事 業 家 は準 禁 治 産者 のや う な もの で,鐘 紡 の増 資 につ い て も思 ひ通 りに 運 ん

だ もの で は な い。 許 可 の 都 合 上 か ら止 む を得 ず2.倍 となっ た の で あ る。 最 も私

の遺 憾 とす る とこ ろ は増 資 の 申請書 を 出 さ ざ る 中 に反 対 され て しま っ た こ とだ。.

従 来 は何 事 で も自由 問 答 で 出来 たが,今 後 は仲 々そ うは 行 か な くな る だ ら う。

将 来 の増 配 につ い て も時 の移 り変 りで,簡 単 に行 か な くな る と考 へ る。 鐘 紡 は

い くらで もや りた ひ仕 事 が あ る。 資 金 を必 要 と して み る。 資金 を必 要 と してみ

る こ と は事 実 だが3倍 増 資 の実 現 を見 な か っ た の は 要 す る に僕 の敗 北 だ 」Lδ,。

さて,そ れ で は,そ の増 資 過 程 の 曲折 の1トか ら誕 生 す る こ と に な った 新 会 社.

鐘 淵 実業 の 内容 とは どの よ うな もの で あ った の か 。 同社 は38年11月25日 に資 本

金6000万 円で 設 立 され た 。 同 時 に1500万 円 の 第1回 払 込 徴 収 を行 った 。 総 発 行

株 式 の60%に 当 る72万 株 は 鐘 紡 株 主 に対 し鐘 紡 株10株 に付 き6株 で 割 当 て られ

た。 さ らに残 り40%に 当 る48万 株 余 の鐘 実株 は鐘 紡 が 所 有 した 。 鐘 実 の 株主 は

総 数1万5772名 で,そ のIIIで3千 株以..Lの 株 主 は16名(0,1%)で 総 発 行 株 式

の5ユ%を 占 め る こ と に な った 。1万 株 以..ヒの 株 主 は4名 で,鐘 紡(48万 ユ074

株),第 一 生 命(3万1950株),康 徳 興 業(2万4600株),.第 一徴 兵(1万1760

株)の4社 が 総 発 行 株 式 の45%を 占 め た ので あ る。 社 長 は 津 田信 吾(鐘 紡 社

長),常 務 に城 戸 季 吉(鐘 紡常 務)と 三宅 郷 太(鐘 紡 常 務),取 締 役 に は 中村庸.

(鐘紡 取 締 役)他8人,.監 査 役 に 野 崎 広 太(鐘 紡 監 査 役)他2人 が 就 任 した 。

同 社 の事 業 目 的 は以 下 の よ う な もの で あ っ た1%

17)rダ イ.ヤモ ン ドJ1938年7月11日,73頁 。.

18)和 田[1出 吉 「紡 績 コ ン ツ ェル ン読 本』(日 本 コ ン ツェ ル ン全書)春 秋 社 ,.1938年,風3頁 。

19)「 ダ イ ヤモ ン ド」1939年1月1日,2G5頁 。
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「第 一,鐘 淵紡 績 株 式 会 社 所 属 理 科 学 研 究 所 ノ発 見 又 ハ工 夫 ニ ヨル各 種:・

繊 維 工 業 資料,.化 成 材 料 食 料 其 他 一 般 工 業 用 品 ノ製造 並 販 売 ヲ ス ル コ ト。

第 二,.化 学工 業 製 品 ノ製 造,並 二販 売 其 副 産 物 ノ利 用 二必 要 ニ ナ ル各 種 事

業 ヲス ル コ ト。 第 三,金 属 及 非 金 属 ノ採 掘,製 錬,加 工 並 二副 産物 ノ利 用

二必 要 ナ ル 各種 ノ事 業 ヲス ル コ ト。 第 四 ,機 械 ノ製造 並 二販 売 ヲ ス ル コ ト。

第五,農 牧 畜 業 ヲ営 ミ其 ノ生 産 品,副 産 物 ノ加 工並 二販 売 ヲ ス ル コ ト。 第.・

六,前 記 各 項 ノ事 業 二要 ス ル各 種 原 料,材 料 ノ生 産,取 得,利 用 並 二販 売.

ヲス ル コ ト。 第.七,前 記 各 項 ノ事 業 ト同種 又 ハ之 二 関連.スル事 業 並 二 鐘 淵

紡 績 株 式 会 社 及 其 傍 系 会 社 ノ事 業 二投 資 ス ル コ ト」。

さ らに,第1回 払 込 金1500万 円 を 以 て 鐘実 が鐘 淵 紡 績 か ら肩 代 りす る こ と と

な った事 業 お よび 関 係 会 社 株 式 は,当 初 の 「鐘 淵 実 業 設 立 認 可 申請 書 」 に よ っ

て 以 下 の よ うな もの で あ った こ とが わ か る3。〕。 す な わ ち,新 義 州 工 場 買 収 費

(当時 に お け る工 場 設 備 費)200万 円,康 徳 葦 パ ル プ の株 式10万 株250万 円,全

南 鉱 業 の株 式2万 株25万 円,樺 太 採 炭 業 の 株 式12万 株125万 円,康 徳 鉱 業 の株

式2万 株50万 円,神 島 化 学工 業 の株 式1万2千 株30万 円,神 島 人 造肥 料 の株 式

1万 株128万 円,北 満 州 に新 設 す る葦 パ ル プ工 場 の建 設 費 用300万 円,新 義 州 葦1
.「

パルプ工場完成 までの費用及び運営費300万 円,子 会社の借入金返済及び手許

資金92万 円,以 上であった。

この 「設立認巨∫申請書」からみる限 りでは,鐘 実と.は,鐘紡本体から繊維以

外の直系事業および投資部門を分離,直 接に引き継ぐものであったと言えよう。

「然かも鐘実は当面,事 業を直接経営することなく,証 券会社の形をとる建前

である。即ち持株会社の貌 となる……投資主体の変更に止まる鐘実は当面,鐘

紡の投資部門の1部 門を分離 した形になるのである」2',とも言われた。つまり,.

鐘実は鐘紡から移管された複数の子会社への証券投資を建前 とし,直 営事業部

門を持たない純粋持株会社的な形態をとるものと想定されていたのである。

20)前 掲F鐘 紡 百 年 史」342～346頁 。

21)『 ダイ ヤ モ ン ド」1939年1月1日,205頁 。
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以上要するに,鐘 紡は;当 初の1億8000万 円の3倍 増資案が臨時資金調整法

よって挫折を余儀なくされたため,そ こで改めて借入金返済と配当率引下げを

条件 として,鐘 紡の2倍 増資および6000万 円の別会社 「鐘淵実:業株式会社」の

設立 とい う変則的な方法を通じて,戦 時統制の制約を乗 り越えたのであった。

一方,別 会社鐘実の実体は,臨 時資金調整法に抵触 しないように鐘紡の非繊維

事業部門を 「スピン・オフ」した形態をとっていた。それら事業部門のほとん

どは,鐘 紡が30年 代前半に多角経営の ・環 として繊維原料 ・副原料の輸入代替

化 ・自給化のために垂直的に展開したものであり,臨 時資金調整法の事業分類

から見てもいわゆる 「時局的」な性格を持つ事業部門であった。しかも,鐘 実.

は法的独立性を屯って,こ れらの事業を担う複数子会社の株式所有を肩代わ り

する,持 株会社的性格を持つ ものと想定されていたのである。

IV鐘 淵実業の実態

次に,鐘 紡から鐘実ぺ移管された事業について検討 しながら,鐘 実の実態を.

描いてみよう。それらは鉱山部門を中心とする直営部門と,軽 工業 ・重1業 ・

化学τ業を中心 とす る子会社 ・関係会社であった 〔表5〕。つまり,鐘 紡は投.

資部門だけでなく,実 際にはかなりの直営事業部門をも鐘実に移管さぜたこと

がわかる。鐘実は当初の 「設立認可申請書」が想定 していたような純粋持株会

社の形ではなく,事 業持株会社の形をとることになったのである。以下で.は,

どうして鐘紡は鐘実に直営事業部門を持たせたのか,そ の背景は何であったの

か,ま たその子会社 ・関係会社の事業内容はどのようなも.のであったのか,な

どについて検討 しよう。そうすることによって初めて,戦 時下における鐘紡の

経営戦略および鐘紡グループの全体構造が,よ り明確になると考 えるからであ

る。

1939年7月,鐘 紡から鐘実へ移管された直営部門は,表5の ように,朝 鮮地

域を中心 とする鉱山業と葦パルプ事業,東 京や静岡のフェル ト事業であった。

それ らの事業部門のほとんどは38年前後に買収された部門であ り,フ ェル ト事
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〔表5〕 鐘紡か ら鐘実へ移管 された直営部 門と事業会社

a ,鐘 実の直営 部門 〔1939年7月現在〉

事業所名 所在地域 事業開始期 業 種

霊 異 島鉱 業 所 朝 鮮 ・京 畿 道 1940年6月 金 ・銀採掘

三 和 鉱 業 所 朝 鮮 ・江 原 道 1939年3月 金 ・銀採掘

裏 陽 鉱 業 所 朝 鮮 ・江 原 道= ユ939年8月 磁鉄鉱採掘

フェル ト製造工場 東 京 ・静 岡 1939年5月 フ ィル ト製造

新義州パ ルプ工場 朝鮮 ・平安北 道 :1939年1月 人絹用還iバルブ製造

b.鐘 紡 の 子 会 社 ・関係 会社 一 覧

公 称 払込 配当 株式 持株 持株
会 社 名 設立年度 資本金 資本 率 総数 総数 率 事 業 内 容

(千円) (千 円) (%} (子株) (干珠} (%)

上海製造絹糸3 1920年8月 15,000 ]5,000 0ト 300 300 100 各種繊維製造・販売・投資活動

昭 和 産 業 1929年6月 500 500

一

20 20 lOO
. "

蚕種 ・製茶 ・農産物加工

鐘淵サー ビス 1932年 ユ明 500 500

一一一

一 80 各種製品販売

南 米 拓 殖 1928年8月 10,000 3,5DO o 200: 45 23 移民拓殖・投資活動・米・綿花栽培

東 邦 パ ル プ 1937年7月 30,000 71500 6 60⑪ 呂24 37 人絹 ・製紙用 のバルブ製造

東 亜 人 繊 193碑6月 115,DOO 11,250 7 30⑪ 44 2 スフ製造 ・紡織

東 洋 毛皮 革 1937年8月 2,WO

一

一

一

一 一
毛皮革

毛 織 工 業 1936年3月 12,260 12,260 二
一 一 　 紡毛 ・毛織

極 洋 捕 鯨 1937年9月 20,000 5,000 6 40G 100 25 !捕鯨業・水産物加工販売・採油

昭 和 蚕 種 1931年12月

一..

「.

一一

一 一 蚕種製造

康 徳 染 色 1936年6月 500 500 　

一

一
ユ00; 綿糸布染色加工

一一..

小 計 105,760 56,010 1,820 733

康 徳 鉱 業寧 1936年1明 500 2,150 一 一 10 100 採炭 ・マグネサイ ト・鉛蛍石

全 南 鉱 業* 1934年8月 500 250 8 10 ユo 100 採炭

樺 太 採 炭木 19即年6月 .5,000 1,25⑪ 一 ユo 100 100 採炭
康徳葦 パルプ零 1936年1朗 5,000 2,500 6 100 50 100 人絹用の葦パルプ製造

鐘 淵 曹 轡 1938年5月 10,000 5,00σ 4 50 200 100 苛性曹達製造

神 島 化 学審 1936年2月 1,000 500: 8 200 12 60 硫酸 ・工業用の加理製造

神 島 人 勝 1936年6月 1,000 工,ODO 12 20 10 50 合成肥料 ・硫酸製造販売

日本合成化学掌 1938年3月 2,250 2,250 .8 200 100 50 醋酸人絹 ・カーバ イト製造販売

尼 崎 製 鋤 1937年9月 5,000 5,000

一

790 390 50 製鉄 ・鋼材 ・骸炭 ・瓦斯製造

小 計 30,250 18,000 1,380 882

総計:20社 136,010 74,010 3,200;1,615.

(注)*は 鐘紡か ら鐘実に株式が肩代 わ りされた会社。上海製造絹糸の場 合.1939年12月 に10万 株

が鐘実 に肩代わ られた。

(出所〕 『東洋経 済新報』1939年7月1日

1会社4季 報」1939年 ・1940年。

,中 村資 良編 『朝鮮銀行会社要録」1942年,東 洋経済新報

き

.

.ζ
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業 は39年7月 時点 で 操 業 開始 直 後 にす ぎな か った 。 つ ま り,鐘 実 の直 営 部 門 の

中心 は 産金 事 業 な どの鉱 山業 で あ った 。 鐘 紡 が鐘 実 に 鉱 山業 を移 管 させ た 背 景.

に は,30年 代 後 半 以 降 の産 業 構 造 の 急 激 な 転 換 と統 制経 済 が あ り,.そ れ ら に対

応 しよ う と した鐘 紡 の戦 略 的 な意 思 が 込 め られ て い た もの と考 え られ る。

こ こで,!938年 前 後 の植 民 地 を含 む 鉱 山業 の 全 般 的 な動 向 をみ てお こ う飽,。

つ ま り,当 時 「支 那 事 変 ヲ契 機 トス ル軍 需 品 工 業 及 之 ヲ中心 ト.スル各 種 産 業 ノ

股 盛 二伴.ヒ鑛 産 物 ノ需 要 著 シ ク増 加 ス ル ニ 至 リ タル 為 政府 ハ鑛 物 資 源 ノ開 発 二

諸 般 ノ対 策 ヲ講 」 じて い た。 た と えば,「 各 種 ノ奨励 制 度 ヲ拡 充 ス ル ト共 二 産

金法,重 要鑛 物 増 産 法,石 油 資 源 開 発 法 等 ノ運用 二依 リ鋭 意 増 産 実 現 二努 ムル

所 ア リ」,そ の た め 「新 規 事 業 着 手,事 業 再 開 及拡 張 鑛 山等 極 メ テ 多数 二 上 リ

タル」 とい う もの で あ った 。 そ の 中 で も産 金事 業 の活 況 は,31年12月 の 金 輸 出

再 禁 止 以 降 の 日本 銀 行 の 金 保 有 増 大 政 策 に よ る もので あ っ た。 つ ま り,口 才 銀

行 は,通 貨 安 定 と対 外 決 済 手 段 と して の 金保 有量 を高 め る ため 産 金 買 上 政 策 を

打 ち 出 し,産 金増 産 を 誘導 して きた の で あ る23)。さ らに,36年 以 後 の 生 産 力拡

充計 画 に と も な う膨 大 な 軍 需 物 資 の輸 入 に よ る在 外 正 貨 の 枯 渇 も また,産 金

増 大 を 緊急 課 題 とさ せ る こ と を促 し た2㌔ こ う し た背 景 か ら1937年8月 に産

金 法 が 公 布 され,同 法 は,第1に 金 の 強 制 的 な 売 却 を,第2に 金 製 錬 業 者 の

免 許 制 を,第3に 含 金 鉱 産 物 生 産 促 進 を掲 げ て い た。 産 金 の 増 加 方 策 と して

は,金 製 錬 業 者 に対 す る 設 備 拡 張 と改 良 命 令,金 鉱 業 者 に 対 す る設 備 新 設,

拡 張,改 良 命令,金 鉱 業 者 お よ び 金 製 錬 業 者 に対 す る 奨 励 金 の 交 付,な どで

あ った 。

当時 の 日本 国 内 にお ける 金 を 含 む 鉱 山業 の動 向 をみ る と,38年 の 鉱業 出願 件

数 は試 掘2万6870件,採 掘421件,砂 鉱 採 取1425件,合 計2万8716件 が 商 工 省

鉱 山局 に出 願 され た 。 これ は31年 の 合計5141件 に比 べ てユ7倍以 上 の 急増 で あ り,

22)商 工省鉱山局 『昭和13年本邦鉱業 ノ趨1第232.号',1940年,1頁 。

23)『 ダイヤモンド」1936年7月1]号,30頁 。

24)小 林英夫 「朝鮮産金奨励政策について一1930年 代を中心として一 」「歴兜学研究∬第321号,

1967年2月 。
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主 に金 銀 鉱 出 願 の増 加 に よ る もので あ っ だ5)。 つ ま.り鉱 山 業 の 活 況 は金 銀 鉱 業

の盛 況 に よ る もの で あ った とい うこ とが で き る。 さ ら に,朝 鮮 に お け る鉱 山業

の動 向 も見 て お け ば2帥,「最 近 二於 ケ ル 軍 需..「業 ヲ中心 トス ル産 業界 ノ股 盛 二

伴 ヒ数 年 来 飛 躍 的 発展 ヲ続 ケ タ ル朝 鮮 鐘 業.界ハ 昨 年 支 那事 変 ノ勃.発 ヲ契 機 トシ

テ未 曾 有 ノ活 況 ヲ呈 ス ル ニ至 レ リ,就 中 金鑛 業 二就 テハ 戦 時 体制 下 二於 ケル輸

人 力 ヲ増 強 シ,且 正 貨 準 備 ヲ鞏 固 ナ ラシ メ ンが為 昨 年 内 地 二相呼 応 シテ樹 立 サ

レ タル産 金 五 ケ年 計 画 ノ第 二年 日二 當 リ昨年9月 制 定 セ ラ レタ ル朝 鮮 産金 令 ノ

運営,.各 種 奨 励 金 ノ交 付,其 他 ノ助 長施 設 二刺 戟 セ ラ レ鑛 業 設備.ノ整 備拡 充 ヲ

企 図 ス ル モ ノ続 出 シ又 睡 眠 鑛 山 ノ新 規 着 手 セ ラ ル モ ノモ 多 ク」 とい う状 況 で

あ っ た。 あ る い は 「ユ937年9月 の く朝 鮮 産金 令 〉 とそ れ に よ る産 金 奨励 政 策 は

朝 鮮 に鉱 業 ブ ー ム を引 き起 こ し… …38年6月 か ら42年 末 にか けて,殖 銀 の 鉱業

貸 出 は,実 に11.7倍 に膨 張 し」.幼てい た。 こ う した 朝 鮮 鉱 業 の 未 曾 有 の活 況 を

鉱業 出願 件 数 か らみ る と,1930年 は1392件 で あ った ものが,32年 の 日本 銀 行 の

産 金 買 人 政 策 以 来,出 願 数 が急 激 に増 え続 け,1936年1万153件 とな り,こ の

時 点 で投 機 的 な 出願 は ほぼ 一段 落 した 。 しか し,37年9月 に 「朝 鮮 産 金 令 」 が

公 布 さ れ る や,再 び38年 に は.1万572ユ 件 もの 出願 が な され た。 そ の うち38年 の

産 金 出 願 件 数 は,.金 銀 鉱1万2754件 お よ び砂 金347件 で あ り,総 出 願 件 数 の

83%を 占 め て い た謝。

この よ う.に1930年 代 中葉 の産 金 増 大 政 策 の 中 心 は植 民 地朝 鮮 に おか れ てい た

と もい え.る。 鐘紡 もま た,1937$8月 の 産 金 法 の 公布 以 降,朝 鮮 に お け る 「鉱

山 ブ ー ム」 に参 加 して 産金 お よ び鉱 山事 業 に 乗 り出 した ので あ る 。 「事 変 が 進

んで,輸 入 物 資 が ふ え,金 の必 要が 叫 ば れ る と,朝 鮮 の 三和 鉱 山 とか 藍 興 島 を

買 収 して金 を掘 ろ う と した 」四,。ま た埋 蔵 量30万 トンの 嚢 陽 鉱 山 を30万 円 で 買

25)前 掲 『昭和13年本邦鉱業ノ趨勢J1頁 。

26)前 掲 『昭和13年本邦鉱業ノ趨勢」の付録,(朝 鮮,台 湾及樺太二於ケル鉱業)1頁 。

27)堀 和生 「植民地産業金融と経済構造 朝鮮殖産銀行の分析を通 じて 」「朝鮮史研究会論.

文剰 第20集,1983年,178頁 。

28)前 掲r昭 和.B年本邦鉱業ノ趨勢』の付録,4頁 。

29)鐘 淵紡績株式会社 「1938年7月23日第103回定時株主総会における津田社長の演説」,
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収 して採鉱事業にも乗 り出 したのである。

そこで,鐘 紡はどうしてこのような鉱山事業などの直営事業部門を鐘実へ移

管させたのか,そ の背景を検討 してみよう。一般に事業会社へ投資する会社の

形態には 「投資会社」 と 「持株会社」との2種 があり,投 資目的によってその

性格は異なる。つまり単により多 くの利潤獲得を目指す投資会社の場合と,利

潤獲得より株主権の行使による子会社への支配統制に重点を置 くところの 「純

粋持株会社」 とである。臨時資金調整法は,産 業資金の重点は配分による産業

.、 構造の強圧的な調整だけではな く,企 業形態上の急激な変化をももたらすもの

であった。すなわち,同 法は,非 時局的事業の事業会社に対 して資金調達の道

を閉ざしたのであ り,そ うした中で矛盾を露呈 しはじめたのが 「持株会社」と

いう企業形態であった。子会社に対する支配統制を目的とする持株会社は,一

方で常に子会社の資金需要に応じらなければならない。とはいえ,銀 行からの

借入,あ るいは増資 ・新設 ・合併 ・社債.発行などが統制下に置かれたため,持

株会社 としての資金調達手段は担保付社債.発行 しか残 っていなか った301。しか

し担保付社債発行は株主権の確保による子会社の支配統制を本質とす る持株会

社としては,ど うしても応じられないことであ.つた。.こうして経済統制下にお

いて持株会社の本質を維持 しながら事業資金の調達を可能とする方法 としては,

「事業持株会社」 どいう企業形態への転換 しか残されてい なかった。「事業持

株会社」こそが戦時経済に対応する合理的な企.業形態であったのである。つま

30)戦 前 口才における担保付社債発行の拡大は,1930年 昭和恐慌 を契機 と して無担保の償還不能社

債の問題で 「社債静化運動=が はじま り,ま た担保付社債信託 法(190541制 定,が エ933年5月 に

改正されて,33年 起債 ブー ムが起 こり,企 業の社債発行 による資金調達 は,従 来の無担保か ら担

保付社債 発行 に急速 に替わ ることになった。担保付社債は,担 保 付社 債信託法 に定 める物L担 保

のついた社債 で,こ れ には特定担保付社債(会 社 の特定財 産の担保=財 団抵当)と 企業担保付社

債 〔特定 の事業 単位 に属す る各種財莚を一括 して1個 の物 とみなす抵 当権=物 権抵当)が あ る.

担保付社債発行 は,も ともと債権者の権利保護を前提 とする もので,担 保物件が少 ない会社,あ

るいは既 に同 一順の担保権がついた社債発 行を した場合,企 業側の甕金調達の道を制限する こと

を意味 する。 また,担 保付.社債発行は,社 債発行の受託機関との関係(引 受 け ・保有 ・売出 し)

を強めることとな り,と きには,企 業経営 に関.与.し,ま た支配関係 にまで及ぶ ことがある。志 村

嘉.・r日 本資本市場分析」 東.京大学出版会,1969年,279-334頁 。
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り30年 代 前 半 の企 業 グ ルー プ形 成 が証 券 市 場 の活 況 釦 を背 景 と して きた の に対

して,37年 以 降 に な る と諸 統 制 立 法 に よ って 当時 の経 済 状 況 に対 応 す る企 業 形

態 と して 「事 業 持 株 会社 遍企 業 グ ルー プ化 」 が 急 速 に進 む こと に な った の で あ

る。

鐘 実 が 直営 事 業 部 門 を持 つ こ と に な った の も,こ の よ うな臨 時 資 金 調 整 法 と

い う経 済 統 制 下 に お け る よ り現 実 的 な企 業 形態 の選 択 の結 果 で あ った と言 え る。

つ ま り 「新 会社 の事 業 は,何 れ も国 策 に添 ひ,資 金 調整 の上 位 に あ る もの か ら,

順 を追 ふ て着 手 した 」謝 ので あ っ た。 し#が って,鐘 実 が 産 金 部 門 を 中 心 とす

る鉱 山部 門 を持 つ こ と に な つ.たの は,経 営 多 角 化 の一 環 と して 朝 鮮 に お け る

「鉱 山 ブー ム」 に 便乗 す る ため で もあ った が,主 には,臨 時 資 金 調 整 法 の 「甲

イ」 に分 類 さ.れた事 業 部 門 を積 極 的 に取 り込 もう と したか らに他 な らない 。 そ

れ は,そ の こ とに よ って事 業 資 金 調 達 を円 滑 化 しよ う とす る戦 略 的 な意 思 決 定

で も あ った 。

次 に,鐘 紡 か ら鐘 実 へ移 管 され た事 業 会 社 を検 討 して み よ う。 ユ939年7月 時

点 で 鐘 紡 グ ルー プ は合計20社 か らな って い た 。 そ の 内,繊 維 関係 の7社 が 鐘 実

設 立 と と も に鐘 紡 か ら移 管 され た。 また,39年 に 日本 合 成化 学 と尼 崎 製鉄 の2

社 が新 し く加 え られ,合 計9社 が 鐘 実 の 事 業 会 社 とな っ て い る 〔表5〕 。 そ の

うち,鐘 実 の.1.00%子 会社 は 康徳 鉱 業 ・全 南 鉱 業 ・樺 太採 炭 ・康 徳 葦 パ ル プ ・

鐘 淵 曹 達 の5社 で あ り,ま た,50%以.Lの 子 会 社 は,神 島化 学 ・神 島 人肥 ・日.

本合 成 化 学 ・尼 崎 製 鉄 の4社 で あ った。 鐘 実 は,鐘 紡 の 子 会社 ・関係 会社 総 発

行 株 式 の64%に 当 る約88万 株,払 込資 本 金 の77%に 当 る約1400万 円 を肩 代 わ り

す る こ とに な った ので あ る。 以 下,そ れ ら9社 の事 業 お よ び設 立 ・資 本参 加 の

31)企 業グループ化は 「1930年代前半は証券.lh場が活況を帯びた時期でもあり,事 業活動のため旺

盛な資金需要が,了.会社設立ということによって企図されたことも重要であった」「企業グルー

プ化の動きとは30年代における産業構造の激変に対する大企業 〈新興企業と財閥傘下企業とを問

わず〉の側からのいわば一般的対応だったのである」,下谷政弘 「いわゆる(コ ンツェルン)考 」

r経済論AP京 都大学.第149巻 第1・2・3号,14頁,前 掲,1日 本の系列と企業グループ」162

頁,ま た30年代前半の証券市場および新興大手企業の資金調達のありかたに関しては,前 掲,志

村 匠日本資本市場分析』146頁,半 田川勝 『新興財閥オ 日本経済新聞社,1984年,24ヨ 頁,参 考。

32〕 石黒苑一 『大河 津出信吾伝一 」 ダイヤモンド社,1955年,25ア 頁。
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背 景 につ い て 見 て み よ う6

(1〕 康 徳 葦 パ ル プ株 式 会 社

1936年12月,資 本金500万 円 で 設 立 。武 藤 理 化 学 研 究 所 の 成 果 を事 業化 して,

満 州 の 葦 か ら人絹 ・製 紙 用 パ ル プ を製造 す るのが 日的で,37年L2月 に満 州 の 営

i工場 が操 業 開始 した。 その 生 産 能 力 は 年産 約2万 トンで あ った鋤。

② 鐘 淵曹 達 株 式 会 社

1938年5月,熊 本 電 気株 式 会社 との共 同 出資 で 資 本 金1000万 円 で 設 立 。 バ ル

ブ 人絹,ス フ製 造 用 の 苛性 ソー ダお よ び塩 素 薬 品 製 造 が 主 な 目的 で あ る が,39

年9月 熊 本 県 三 角 工場 の設 立 を契 機 と して硫 安,過 燐 酸 石 灰 お よ び尼 崎 製鉄 所

向 け耐 火 煉 瓦 用 の 金属 マ グネ シウ ム の生 産 に も乗 り出 した 。 同社 は,鐘 紡 本 体

が36年 初 頃 人絹 事 業へ の 多角 化 過 程 で ソー ダ 自給 化 を 目指 と して 高砂 人 絹 工 場

内 で 日産10ト ンの 電解 ソー ダ製 造 を始 め た の が そ の 設 立 の 背景 とな っ た詞:。

(3)康 徳 鉱業 株 式 会 社

1936年 ユ0月,資 本-50万 円 で 設 立 。 満 州 で の 黒鉛,石 炭 お よ びマ グ ネサ イ ト

の採 掘 を 口的 と し,操 業 開 始 は38年9月,当 時 月 産5千 トンの採 掘 能 力 を持 っ

て い たヨ%

(4)樺 太 採 炭 頒 業 株 式 会 社

1937年 に藤 出 組 か ら石 炭碩 区 を 買収 し,同.年6月,資 本 金500万 円で 設 立 と

推 定 埋 蔵 量 は強 粘 結 性 炭2500万 トン と もいわ れ,最 盛 時 に は年 産50万 トンを越

えた 。 そ の 主 要 な 販 売 先 は 尼崎 製鉄 所 で あ っ た。1941年1月 に は鐘 実 の直 営 部

門 と して 吸 収 合 併 さ れ,上 塘 路 鉱業 所 と な った麗}。

(5)神 島 化 学 工 業 株式 会社

1936年2月,神 島 人造 肥 料 お よ び 鐘 紡,藤 田組 の 共 同 出 資 で 設 立 。 資 本 金.

100万 円 で 鐘 紡 の出 資 比 率 は60%で あ った 。 工 場 は,岡 山 県 神 島 に あ る神 島 人

33〕 「東洋経済新報』1938年12月17日,46頁 。

34〕 同前,46頁 。

35)同 前,47頁 。

36}鐘 紡株式会社 「鐘紡80年史原稿本{2)』265頁.



lZ8(128)...第159巻 第1・2号

造 肥 料 工 場 内 に建 設 さ れ,日 産70ト ンの硫 酸 製 造 を行 った3%

(6)尼 崎 製 鉄 株 式 会 社

1937年9月,資 本 金500万 円で 設 立 。 同 社 は,も と尼 崎 製 鋼 所 と久 保 田鉄 鋼

所 の共 同出 資 に よ り,両 社 の所 要銑 鉄 の 自給 に よ る鉄 鋼 一 貫 生 産 を 目指 して計

画 され た 会 社 で あ っ た。 す なわ ち,「 当 初 の 計 画 に於 て は高 炉 の み 建 設 して骸

炭 は他 よ り購 入 す る予 定 で あ った が,幸 ひ石 炭並 び に鉱 石 な どの 資 源 開発 に力

を入 れ つ つ あ る鐘 淵 実 業 株 式 会 社 との提 携 成 る に 及 び骸 炭 を も本 格 的 規模 に拡

充 した 押 。 鐘 紡 は,総 株 式79万 株 の.うち39万 株 を 所 有 す る こ と.にな り,残 り

を尼 崎 製 鋼 所 と久 保 田 鉄 鋼 所 が 分 け持 つ こ とに な った 。 また,鐘 実 の 直 営 部 門

で あ る朝 鮮 の嚢 陽 鉱 山 か ら鉄 鉱 石 を,子 会社 で あ る樺 太 採 炭 か ら コー ク ス炭 を

供 給 す る こ とに な った 。 同 社 は,ユ944年4月,親 会社 尼 崎 製 鋼 所 を吸収 合併 し,

新 しい尼 崎 製 鉄 株 式 会 社 と して 生 ま れ 変 わ る こ とに な っ た。

(7)日 本 合成 化 学 工 業 株 式 会 社

1927年3月,日 本 醋 酸 ・近 藤 製 薬 ・広 栄 ・伊 藤 醋 酸 の4社 が 共 同出 資 し,資

本 金225万 円 で 設 立 。 鐘 紡 は39年 に 開 発 した 合 成 繊 維 「カ ネ ビヤ ン」 の事 業 化

の過 程 で 原 料 ポ リ ビニ ー ルの 供 給 会 社 と して 原料 か ら 製 品 まで の一 貫 体 系 を確

立 す る た め,同 社 株 式 の50%を 買 収 し子 会 社 と した調。 そ の 主 な製 品 は醋 酸

ソー ダ ・無 水 酪 酸 ・醋 酸 繊 維 ・醋 酸 人 絹 な どで あ っ た 。

(8>神 島 人造 肥 料 株 式 会 社

1917年6月,過 燐 酸 石 灰 お よ びそ の 他 肥料 合 成 品 の 製造 を 目 的 と して,資 本

金100万 円 で 設 立4。〕。 しか し前 述 の36年2月 神 島 化 学 工 業 の 設 立 と同時 に,同

社 の 総発 行 株 式2万 株 の うち1万 株 を取 得 し子 会 社 と.した 。

(9)金 歯 鉱業 株 式 会社

1934年8月,朝 鮮 の 光 州 府 に資 本 金50万 円 で 買 収 ・設 立 。 そ の]的 は,「 第

37)r東 洋粋 済 新報 』1938年12月17日,47頁 。

38)干 葉 雄 二 編 「尼 鋼 十年 史 」 株 式 会 社 尼 崎 製 鋼 所,1942年,39頁 。

39)前 掲,イ.[黒 『大 河一 津 田信 吾伝 一jl65頁 。

40)r東 洋経 済Shwi1939年7月1日,47頁 。
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1に,石 炭 其 他 の鉱 物 の採掘 加..r二並 其 副産 物 の精 製 を為 す こ と。 第2に ,練 炭

の 製 造 を為 す こ と」鋤 な どで あ った 。39年9月 の 同社 の 朝 鮮 総 督 府 殖 産局 鉱 山

課 へ の報 告 書 に よれ ば,炭 高 は,39年 に5万4040ト ン,39年 は9万6725ト ンで

あ った 。 もと も と同社 は,33年 に鐘 紡 が.光州 製 糸 丁:場を 設 立 した 際 に,そ の燃

料 供 給 の た め買 収 した会 社 で あ っだZl。 そ の後,光 州 製 糸1.「場 だ けで は な く,

製 糸 工 場 で あ る鉄 原 ・東 大 門工 場,紡 績 工 場 で あ る 全 南 ・京 城工 場,ま た 人絹

工 場 で あ る平 壌 工 場 へ も石 炭 を供 給 した 。 つ ま り鐘 紡 の 朝鮮 進 出.r場 の燃 料 供

給 基 地 と して の役 割 を果 た して きた とい え る。 同社 は1941年6月 に鐘 実 の 直 営

部 門 と して吸 収 合 併 され,和 順 鉱 業 所 に な った 。

以 上,鐘 紡 か ら鎧 突 に移 管 さ れ た事 業 会 社 の 内容 を検 討 して きた 。 そ れ らは ,

鐘 紡 が30年 代 に入 って 紡 績 メー カ ー か ら総 合 繊 維 メ ー カ ーへ と変 身 す る,す な

わ ち多 角 化 ・垂 直 化 を 行 う過程 で繊 維 原 料 ・副 原 料 の輸 入 代 替 化 ・自給 化 の一

環 と して 買 収 ・合併 あ る い は新 設 した企 業 で あ った 。 また,武 藤 理化 学 研 究 所

が 生 み 出 した研 究 成 果 を事 業 化 した企 業 も含 まれ,総 じて 鐘 紡本 体 と事 業 的 な

関 連 性 を もった 事 業 部 門 で あ っだ3)。 さ ら'にこ う した 「日 ・満 ・朝 」 に ま たが

る鐘 紡 グル ー プ の事 業 単 位 の立 地 状 況 をみ る と,軽 工業 ・重 工 業 ・化 学 工 業 な

ど多様 な事 業 を,36年 朝 鮮 進 出 に際 して鐘 紡 が 打 ち出 した 経 営 方 針(「 適 地 適

業 主 義 」)に 沿 って 配 置 した もの で もあ った叫。 適 地 適 業 主 義 とい うの は,労

41)中 村資良編 「朝鮮銀行会社 要録」 東亜経 済時報社,1939年 ,603頁 。

42)鐘 紡株式会社 『鐘紡製糸40年 史』1965年,569頁 甲

43)1930年 代にお ける鐘紡グ ループの多角化 と武藤理化学研究所 との関係 および植民地朝鮮 におけ

る事業展開の詳細については,今 後 の課題 としたい。

44)鐘 淵実業株式 会社 「第1回 定期株 主総会津 田信吾の演説速記録」1939年7月25日 。.より詳 しく
は1936年10月 朝鮮平壌商工 会議所 での津 田社長の講演 「第19章 鐘紡 の朝鮮進出⊥ 朝倉昇[朝 鮮

工業経済読本』朝 倉経済研究所,1937年,327貫.ま た,「 適地適 業主義 の原則」 にもとつ く朝鮮

におけ る産業立地の条件 とは.「 第1に,鮮 肉 に資源存 し,R,資 源地企 業が有利 な る巌業.第

2に は,鮮 肉に資源存 し,国 策 ヒその企業発達を期すべ き産業。 第3に は,水 力発電又 は炭坑開

発上発電力の消 化を要す る為の産業。第4に は.原 料 又は原料供給上必ず しも有利な らざる も,

鮮 肉消費が生産.1場 単位 を形成 し,需 要地生産を有利 とす る産業。第5に は,地 理的に又は治安

其他 の関係 に於 て,近 接地域の原料を朝鮮 において消化生産す るを有利 とす る産業.第6に は,

現在 又は将来 に於 て鮮肉の労力吸収を有利 とする産業。第7に は,現 在 又は将来の輸出生産の採

算 上,鮮 肉生産 を有利 とする産業。第8に は,原 料生産奨励上,原 料.地た る朝鮮に於ける企業 ノ
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働集約的.な事業および石炭 ・鉄のように運賃コス トのかかる事業は現地,す な

わち植民地に中心を置 き,反 面,比 較的に高熟練を要す る事業や国防上の緊急

な事業,あ るいは良質で豊富な水資源に依存する化学事業は内地に置 く,と

いう経営政策であった。つまり30年代鐘紡の急激な 「多角化」 と 「植民地進

出」に対応する事業構造の質的,構 造的転換 を目指す経営戦略であった とい

える4%

こうした戦時における鐘紡グループ,あ るいは鐘実の事業内容を検討 してみ

ると,こ れまでの諸研究において行われてきた 「繊維産業需不要不急産業」 と

いう単純な捉え方に疑問が生じることになる。すなわち,繊 維の完成品だけを

みれば,な るほど平和産業であ り不要不急の産業であるとしても,し かし,そ

.れを支える繊維原料 ・副原料も含めて考察 してみれば,必 ず しもそう言い切れ

ないことが理解されよう。む しろ,そ れら事業の中にはいわゆる 「時局産業」

とした方がより適切 と言えるものも多かったのであ る4%こ のことは 「臨時資

金調整法」の事業資金標準分類に照らしてみるとよ り明確になる。すなわち,

完成品である.繊維 は 「.丙」に分.類されたが,そ の原料 ・副原料 となる苛性曹

達 ・硫酸 ・人絹パルプ ・醋酸人絹 ・.石炭などは 「甲」「乙」あるいは輸入代替

化のための 「緊急緊要産業」に分類されていたか らである。強まりつつある経

済統制Fに おいてこれらの事業化を内容とする鐘実が設立認可を取 りえたのは,

まさしくそのためであ.つた。

＼を得策 とす る産業。第9に は,産 業交通の発達の助 成上,国 家的 見地 に於て鮮内生産を得策 とす.

る産業」であ った.詳 しくは,川 合彰武 「朝 鮮工業 の現段階』東洋経済新報社,ユ943年,を 参考。

45)1940年 代の鐘紡 グルー プの事業農閑 とグループ内における鐘淵実業の位置付けに関 しては,別

稿 「戦時期 〔鐘紡 グルー プ〕 変容 と 〔鐘淵工業〕 の設 立」 を 『経営史学』に投稿中である.

46)従 来の研究で は 「時局産業」をそのまま 「重化学」二業」 として,あ るいは 「重化学 工業=軍 需

産業 」と捉 えることが多か った。 しか し,甲 需の中に も直接軍需 と間接軍需が存在す ること,軍

需品には非重化学工業製品 も含まれるこ と,あ るいは戦争 の激化に ともな う統制政策の変化(40

年代 におけるあ らゆ る産業の軍需化 ・軍需 会社化),な どを.考えれば,「 時局産業」 とは 「重化学

工 業」あるい は 「重化学 工業雪軍需 産業」 と捉 えるよ りも,さ らに広 く 「軍 需全般 を支える産

業」 と捉 える方が より適切である と考 えられる。詳 し くは,下 谷政弘編.『戦時経 済 と日本/F.7

昭和堂,1990年,3-34頁 。 ゴ.
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Vお わ り に

最 後 に,こ う した鐘 実 の実 態 を念頭 に お きなが ら,鐘 紡 グ ルー ラ 全 体 に つ い

て.見て お こ う。1939年 卜期 の鐘 紡 の 「営 業 報 告 書 」 に よれ ば ,同 社 は38年U月

に2倍 増 資 を行 い,前 述 の よ う に資 本 金 は6000万 円 か ら1億2000万 円 に 増 え て

い た。 ま た2倍 増 資 分 の 内4分 の1の 払 込 増 資 を行 い ,払 込 資 本 金 は7500万 円

とな っ て いた 。 さ ら に株 主数 も増 資 前 の1万2439人 か ら2万12ユ4人 とな っ た。..

株 主 全 体 の うち,1万 株 以 上 所 有 の大 株 主 は14人 で 総 発 行 株 式 の24%を 所 有 し

てい たが,そ の 中で 筆 頭 株 主 は第 一 生 命(7%)で あ っ だ7コ。 また 鐘 実 の 役 員

をみ る と,社 長 は津 田信 吾,常 務 は城 戸 季 吉,三 宅郷 太,取 締 役 に は名 取 和 作

は じめ5人.監 査 役 は野 崎 広 太 を は じめ3人 とな っ て い た。 こ の こ と は,先 述

の よ うに資 本 的 な関 係 だ けで な く人 的 関係 に お い て も鐘 紡 と鐘 実 の両 社 が 実 質

的 に重 な ってい た こ とを 示 して い た 。

鐘 紡 と鐘 実 との 関 係 に つ い て は,鐘 実 弟1回 株 主 総 会 にお け る津 田 信吾 社 長

の次 の 発言 が 興 味 深 い。 す なわ ち,「 鐘 実 は,親 会社 鐘 淵 紡績 株 式 会 社 の 〈姉

妹 会 社 〉 とな し互 い に 哺 育 の 責 を分 つ く別 働 会 社 〉 にな りま して,両 社 不 可 分

の 関 係 に置 くを 得 策 とす る もので あ ります 。 従 っ て 将 来 増資 な どの場.合は,相

互 に そ の増 資 株 の 割 当 配 分 を行 は ん とす る腹 案 で あ ります 」48)。つ ま り,鐘 紡

グル ー プ は,役 員 ・資 本 ・事 業 ・経 営 組織 な ど経 営 構 造 の諸 側 面 が 重 複 す る鐘

実 を鐘 紡 本 体 か ら 「ス ピ ン ・オ フ」 す る こ とに よ って こそ,「 日 ・満 ・朝 」 に

ま た が る時 局 産 業 へ と急 速 に踏 み 込 む こ とが で きた ので あ る。 換 言 す れ ば,鐘

実 とは,時 局 産 業 を 中心 とす る鐘 紡 グ ルー プ の外 延 的 な拡 大 の担 い手,つ ま り

「鐘 紡 の分 身」 で あ り,「 鐘 紡 の 別働 隊 」 と して そ の 実態 を位 置 づ け る こ とが

で き る。 この こ とは,鐘 紡 の 中 に鎧 突 を抱 き込 む とい う重 層 的 な1つ の有 機 的

な組 織 構 造 を作 り出 す こ とに よ っ て,急 変 す る戦 時経 営 環 境 に柔 軟 に対 応 しよ

47)社 団法人証券 引受 会社協会 『株式会社年鑑』 昭和15年 版 ,860頁 。

48)鐘 淵紡績株式 会社 「1938年7月23日 第103回 定期株主総会にお ける津田社長 の演説」。
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〔表6〕 鐘 紡 グ ルー プの 事 業 分 布(1939年 上 期 〉

繊維部門 非繊維部門
合計区分

綿 絹糸 人織 毛糸 生糸 加工 小計 化学…金属 鉱山 農水産;其の他.小計

直営工場
20

〔3)

10 3

(1)

8 28

〔8}

1 70

(12)

4.一 3

(3)

一 　 7

(3)

77

(15>

子 ・関係

会社

1

〔1)

一

1
`1 2 2

(1>

7

〔2)

611

(2)1

3

(2)

1 2 13

(4)

20

(6)

(注)()は 植民地,*は 委託会社 及び工場,「 化学 」に麟パル プ,フ ィル ト,肥 料,「 鉱 山」

には金鉱,採 炭,[其 の他」 には販,移 民拓殖を含む。

(出所1日 本紡績研究所 「繊 維年鑑」1938年,『 鐘紡百年史」 及び同社 内部資料(「 工場 ・事 業場

所在地一覧表」〉か ら作成.

う と した 戦 時 鐘 紡 グル ー.ブの 姿 勢 を 示 して い た,と 言 え よ う。 こ う して,自 ら

の 「分 身」 で あ る鐘 実 を含 む 鐘 紡 グ ルー プ の全 体 ぽ,資 本 金1億3000万 円,直

営 部 門 と して77の 工 場,お よび投 資 資金 計3500万 円 の20の 子 会 社 ・関係 会社 を

擁 す る巨 大 な 「企 業 グ ルー プ」 へ と生 ま れ 変 わ った の で あ る 〔表6〕 。

従 来 の30年 代 紡 績 業 史 研 究 との 関 連 を 念頭 に お き,本 稿 で 得 られ た 諸 点 を 簡

単 に整 理 して,む す び と しよ う。.まず,鐘 紡 グル ー プ で は,30年 代 前 半 の 多 角

的 ・垂 直 的 な事 業 展 開 に よ る資 金 調 達 の 限界 が 戦 時統 制 の全 面 化 を契 機 と して

顕 著 に現 れ た。 そ こで 鐘 紡 は,中 核 事 業 持株 会社 た る鐘 実 の設 立 とい う組 織 再

編 成 を テ コ と して資 金 調 達 の 限 界 を突 破 しな が ら,「 時 局 事 業 」 へ の進 出 に 踏

み切 る こ と とな った ので あ る。 こ う した 鐘 紡 グル ー プ の組 織 行 動 は,30年 代 紡

績企 業 の事 業 展 開 に お け る実 態 把 握 の 問 題 に つ い て再 検 討 を迫 る もので あ る。

す な わ ち,従 来 の 「東 洋 紡 」 型49,を 基 準 と した 「紡 績 業 ≡ 垂 直 的 統 合 の 不.卜

分 」 説 とい う単 線 的 ・一 面 的 な捉 え 方 に対 して,垂 直 統合 が よ り進 んだ いわ ば

49)304一 代に東洋紡がより消極的な垂直的統合をとらざる得なかった背景 として,1931年3月 「大

阪合同紡績 との大型合併によって,桁 はずれに膨大な設備能力を膨張させたことによって余儀な

くされた経営政策の産物であった」という指摘がある.つ まり紡績業界は,30年 以来37年まで続
いた戦前最長 ・最大の第11次操業短縮が恒常化しており 「操短下の成長」を余儀なくされていた。

こうした条件のもとでの大阪合同紡綬との合併は,同 社に戦前最大の綿紡績メーカーの地位を確

立させたが,他 方では未稼動の遊休設備を抱え込まざるをえなくなり,綿紡績中心の経営政策へ

の傾斜(綿 布,染 色 ・加L事 業への進出〉と独特の合理化方法(労 働強化)に 頼らざるをえな く

させたと思われる.前 掲,坂 本 「戦時体制下の紡績資本」134頁。



戦時期 「鐘紡グループ」と鐘淵実業の設立(133>133

「鐘淵紡」型 とで もいうべき新たな紡績企業類型を提起することができる。そ

うすることにより,30年 代紡績企業の事業展開および経営戦略の多様性 という

新 しい見方を提示 しうるのである。

第2に は,こ うした30年 代 「大紡績企業の事業展蘭構造の違いは,戦 時期

(日中戦争期)に おける 「経済統制への対応=時 局事業への進出」のあ り方に

おいても 「東洋紡」型と 「鐘淵紡」型 という2つ の異なる対応の仕方があっ.た

ことを意味している。東洋紡の場合には,非 繊維事業への進出は,38年 以降,

繊維事業との有機的な関連が薄いゴム事業と機械事業部門を両軸 として進めら

れたのであ り,さ らに,同 社の組織的な対応は戦時統制によってII.:場新設が抑

制されたため,豊 かな資金力をテコとしての活発な.企業買収あるいは既存事業

所との統廃合を中心に行われたのであった。その際,と くに注 目すべ き点は,

非繊維事業を子会社が代行する形で分社化し,グ ループ内の機能分担関係を図

るという形での組織的な展開であったことである'u〕。しか し鐘紡の場合,30年

代の多角化 と垂直的な事業展開は,本 体の繊維事業 との垂直的 ・有機的な関連

を持つ事業部門を 「時局事業」に塗 り替える形で進められた。 しか も,中 核子

会社鐘実を新設 し,非 繊維関連の複数子会社の株式を肩代わ りさせる形で分社

化するという組織的再編成によって戦時統制を乗 り越えようとしたのである。

,つ まり,「繊維事業=鐘 紡本体」ζ 「時局事業=鐘 実」 という戦時統制の線に

沿ったグループ的対応によって,よ り積極的に戦時経営環境に対応することが

で きたのである。以上のように,30年 代における紡績企業の多角化に対応する.

「垂直的統合の度合い」は,戦 時経済統制がより強まる中で,紡 績企業ごとの

経営政策の自由度を大きく制約する要因として作用 したのである。さらに,こ.

うした両社の事業構成と組織戦略の相違は,経 済統制が本格化する大平洋戦争

期および敗戦後の再建整備のあり方をも強 く規定することになっていった。

50>前 掲,坂 本 「戦時体制下 の紡績資本」149頁 一152頁 。


